
所在不明組合員の整理に関する公告 

２ 

2106年 9月 21日 京都生活協同組合 

 

 京都生協では「所在不明の組合員の整理に関する規約」（２００１年５月３１日施行）

に基づき、２０１４年７月に「出資配当金と出資金現在高のお知らせ」ハガキを郵送し、

所在不明等のためお届けできなかった組合員（以下、整理対象組合員）には所在確認

調査を行なってまいりました。 

 加えて、整理対象組合員について、２０１６年１０月に電話掛けによる所在確認最終

調査を行ないます。 

その結果、所在確認ができなかった方については、同規約に基づいて本年度末日

（２０１７年３月２０日）に整理手続き（自由脱退処理）を行ない、脱退出資金を預り金

として２年間管理します。 

 本年度末日までに所在確認ができた場合、または整理対象組合員（の関係者様）よ

りご連絡をいただいた場合には、整理対象から除外します。 

 つきましては、転居等の事由により既にご住所を変更された組合員で、京都生協へ

の住所変更申請手続きがされていない方（の関係者様）は、下記連絡先または最寄り

の支部・店舗までご連絡をお願いいたします。 

 

 

 

＜ 連 絡 先 ＞ 

 

組合員コールセンター＜月～金曜は８：４５～２１：００、土曜は９：００～１７：３０＞ 

       電話 通話無料 ０１２０－１１－２８００ 

 

  〒６１１－８３８２ 

京都市南区吉祥院石原上川原町１―２ 

京都生活協同組合  

経営企画部経理出資金係＜日曜・年始を除く９：００～１７：３０＞ 

       電話 ０７５（６８１）２２００   ファックス ０７５（６９１）４９９４ 

      

 


